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新
年 明

け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 

平
成

23
年
は
、
年
末
か
ら
の
悪
天
候

に
よ
り
各
地
で
停
電
や
交
通
障
害
が
続

く
な
ど
、
荒
れ
た
年
明
け
と
な
り
ま
し

た
。 昨

年
は
、
チ
リ
地
震
に
よ
る
津
波
災
害

や
、
猛
暑
に
よ
る
農
作
物
等
へ
の
影
響
な

ど
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
年
は
穏
や
か
な

一
年
に
な
る
こ
と
を
祈
念
し
ま
す
。 

今
年
も
『
津
付
ダ
ム
だ
よ
り
』
は
津
付

ダ
ム
に
関
す
る
様
々
な
話
題
を
お
届
け

し
て
ま
い
り
ま
す
。 

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

津
付

つ

づ

き

ダ
ム
だ
よ
り 

大
規
模
事
業
評
価
専
門
委
員
会
の 

 
 

 

現
地
調
査
が
行
な
わ
れ
る 

去
る
平
成

22
年

12
月

19
日
に
大
規
模

事
業
評
価
専
門
委
員
会
に
よ
る
現
地
調
査

が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。 

当
日
は
専
門
委
員
会
の
森
杉
委
員
長
を

含
む
５
名
の
委
員
が
出
席
さ
れ
、
各
委
員

は
、
ダ
ム
建
設
予
定
地
を
は
じ
め
と
し
、
住

田
町
内
の
昭
和
橋
や
陸
前
高
田
市
内
の
誂

石
橋
な
ど
を
回
り
、
気
仙
川
や
背
後
地
の
状

況
、
想
定
氾
濫
区
域
を
視
察
し
ま
し
た
。
委

員
会
で
は
、
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
津
付
ダ

ム
建
設
事
業
の
審
議
が
続
け
ら
れ
ま
す
。 

 
 

 

「
津
付
ダ
ム
建
設
事
業
の
関
係
地
方 

公
共
団
体
か
ら
な
る
検
討
の
場
」 

開
催
す
る 

平
成

22
年

12
月

24
日
に
、
住
田
町
内

に
お
い
て
「
関
係
地
方
公
共
団
体
か
ら
な

る
検
討
の
場
」
を
開
催
し
ま
し
た
。 

こ
の
「
検
討
の
場
」
は
、
国
か
ら
新
た

に
示
さ
れ
た
基
準
に
基
づ
き
県
が
進
め
て

き
た
検
証
に
つ
い
て
、
流
域
で
あ
る
陸
前

高
田
市
と
住
田
町
の
首
長
か
ら
意
見
を
伺

う
た
め
に
開
催
し
た
も
の
で
す
。 
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当
日
は
、
住
田
町
長
と
陸
前
高
田
市
長
の

代
理
と
し
て
建
設
部
長
に
ご
出
席
い
た
だ

き
、
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。 

「
検
討
の
場
」
で
伺
っ
た
意
見
や
議
事
に
つ

い
て
は
、
今
後
津
付
ダ
ム
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
（
左
を
ご
参
照
下
さ
い
）
掲
載
予
定
で
す

の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
下
さ
い
。 

           

     

「津付ダムだより」のバックナンバーを公開中→ http://www.pref.iwate.jp/⇒「組織から探す」⇒「広域振興局」⇒「沿岸広域

振興局（大船渡）」⇒「津付ダム建設事務所」⇒「おしらせ」 

今回津付ダムだよりに掲載した「検討の場」の会

議結果や、付替国道工事の進捗情報などをホー

ムページでお知らせしております。 

下記ホームページもぜひ御覧下さい！ 

津付ダム建設事務所 

http://www.pref.iwate.jp/~hp4580/ 

津付ダム付替国道（津付道路） 

http://www.pref.iwate.jp/~hp4580/tuduki-road/

 

≪「検討の場」の様子≫ 

 

≪二号橋梁の工事状況≫ 

≪ダム建設予定地付近での調査状況≫ 

○R わんこきょうだい・うにっち 



 

津付ダムだより 平成 21 年 12 月号（第１１号）に掲載した「気仙川水系河川整備手法比較表」

の補足説明を行っています。この表は、平成 21 年度に行われた大規模事業評価専門委員会での審

議に使用されたものです。 

今回は、用地補償面積について、着目します。 

（ダム＋河川改修案→津付ダム建設と河川の改修を組み合わせて対策する案）をＡ案、（河川改

修単独案→河川の改修のみで対策する案）をＢ案として比較しています。 

 

ダム　　    36.0ha
河川改修　   1.4ha 河川改修　5.8ha

河川改修　22.3ha 河川改修　28.0ha
ダ　ム　　36.0ha
河川改修　23.7ha 河川改修　33.8ha

△ 33.8ha ○

用
地
補
償
面
積

1/30
37.4ha 5.8ha

（ダム用地は民地は買収済み、国有林野所管替手続き中）

1/70の整備に
必要な追加分

22.3ha 28.0ha

合計 59.7ha

（河川改修単独案）Ｂ案（ダム＋河川改修案）Ａ案

                                     

 段階的整備の計画として、今後２０年程度の期間での整備を目標とした「気仙川河川整備計画」

は、治水安全度を概ね３０年確率（１／３０）としています。また、気仙川の河川整備の最終目標

（河川整備基本方針）では治水安全度を１／７０としています。 

表の１段目では治水安全度１／３０で整備を行う場合の用地補償面積を、２段目では最終目

標である治水安全度１／７０で整備を行う場合の用地補償面積を記載しています。 

 

 Ａ案では、ダム下流全川にわたり水位低下の効果がある津付ダムと河川改修で治水安全度１

／３０の整備をします。津付ダム建設事業としての用地補償面積は３６．０ｈａです。河川改

修としての用地補償面積は１．４ｈａとしており、合計３７．４ｈａとなります。（表１段目） 

次に治水安全度１／７０を確保するための河川改修（表２段目）の用地補償面積は２２．３

ｈａで、合わせて５９．７ｈａが必要と試算しました。 

 

 Ｂ案は、津付ダムを整備せずに河川改修のみで治水安全度１／３０の整備をするのに５．８

ｈａ（表 1段目）、さらに最終目標である治水安全度１／７０を確保するための河川改修（表２

段目）の追加分が２８．０ｈａで、合わせて３３．８ｈａと試算したものです。 

  

Ａ案とＢ案で用地補償面積を比較し、Ｂ案が少ないので、○と判定しています。 

（Ａ案のダム用地補償面積３６．０ｈａについて、民地分約１７ｈａは土地所有者の方々の協

力をいただき買収済であり、残りの国有林野所管換分約１９ｈａについては協定を締結し手続

きを進めております。） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

気仙川水系河川整備手法比較表の説明 

 河川等への油の流出事故にご注意願います。 

 冬本番となり寒い日が続いています。暖房等で灯油の使用が増えてきます。もし油漏れを発

見したら、すぐに消防署・警察署・市町村・県・国の機関等に連絡をしましょう。 


